
 

 令和７年(2025 年)６月１８日  

 

 

 

 

 

 

令和７年６月日光市議会定例会議案 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

日光市 



番　　　号 件　　　　　　　　　　　　名

議案第６７号
日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例の制定について

令和７年６月日光市議会定例会付議事件表（追加）



1 

議案第６７号 

 

    日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

    の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和７年（2025 年）６月１８日 提 出 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例 

 

日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年日光

市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 

選挙長 日額 １０，８００ 

投票管理者 日額 １２，８００ 

開票管理者 日額 １０，８００ 

投票立会人 日額 １０，９００円

以内で、その従 

事時間に応じ

て市長が定め

る額 

開票立会人 日額 ８，９００ 

選挙立会人 日額 ８，９００ 
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期日前投票所投票管理者 日額 １１，３００ 

期日前投票所投票立会人 日額 ９，６００円以

内で、その従事 

時間に応じて

市長が定める

額 

」 

を 

「 

選挙長 日額 １２，２００ 

投票管理者 日額 １４，５００ 

開票管理者 日額 １２，２００ 

投票立会人 日額 １２，４００円

以内で、その従 

事時間に応じ

て市長が定め

る額 

開票立会人 日額 １０，１００ 

選挙立会人 日額 １０，１００ 

期日前投票所投票管理者 日額 １２，８００ 

期日前投票所投票立会人 日額 １０，９００円

以内で、その従

事時間に応じ

て市長が定め

る額 

」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を公示され又は告示さ

れる選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙

については、なお従前の例による。 

 


